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1 組合員に対する利用強制の禁止（農業協同組合法・独占禁止法）
1-1  規制改革実施計画抜粋（令和３年６月18日閣議決定）

１

（7）農協及び漁協における独占禁止法に違反する行為の根絶に向けた取組

No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省

11

農協にお
ける独占
禁止法に
違反する
行為への
対応

a 農林水産省は、都道府県等と連携し、酪農家や乳業メーカー、チーズ工房等
を対象として、全国的に生乳取引に関する実態調査を行う。調査結果を踏まえ、
課題分析を行い、不公正な取引を防止する取組を行う。

b 農林水産省は、全国組織がリーダーシップを発揮し、農業協同組合（以下
「農協」という。）の自主的な行動を引き出すよう、全国組織を指導するとと
もに、都道府県と連携して、農協が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す
る法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）に違反する行為
及び独占禁止法に違反するおそれのある行為を行わないことを表明し、独占禁
止法を遵守するよう、農協を指導する。また、農林水産省は、農協の取組状況
を毎年調査し、その結果を公表する。特に、酪農分野では、酪農家に対する優
越的地位の濫用や乳業メーカー等に対する不公正な取引方法及び販売先の事業
活動に対する不当な拘束を行わないことなど、農協及び指定生乳生産者団体が
独占禁止法の遵法に向けて、自主的な行動を行うように指導する。

c 農林水産省は、公正取引委員会や都道府県と連携して、農協系統組織の役職
員に研修等を行い、その浸透度合いを適切かつ定量的に評価するなど、独占禁
止法の違反又は独占禁止法に違反するおそれのある行為を根絶するための集中
的な措置を講ずる。

d 公正取引委員会は、酪農分野に係る独占禁止法違反被疑行為に係る情報に接
した場合に、「農業分野タスクフォース」を通じ、効率的な調査を実施し、必
要に応じて効果的な是正措置を実施・公表することで、酪農分野における独占
禁止法違反の取締りの強化を図る。

令和３ 年
度措置 、
それ以 降
継続的 に
措置

a,b: 農 林 水 産 省
c : 農 林 水 産 省

 公正取引委員会
d : 公正取引委員会

（参考）第29回JA全国大会決議（令和３年10月29日）より抜粋

JAは、農業協同組合法の順守、独占禁止法に違反する行為や違反するおそれのある行為を行わないなど、コンプライアンスの確立
および不祥事未然防止に取り組み、事業の継続と安定的発展を確保するため、リスク情報の主体的な収集と適切な経営判断を可能
とするためのガバナンス・内部統制の向上に取り組みます。



1-2 農協等向け総合的な監督指針の改定について

〇農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針 （抄）

Ⅱ－３－２－２ 主な着眼点
（５）事業の利用強制の排除及び独占禁止法の遵守
① 例えば、

ア 組合員に対し、農協からの融資に際して農産物の農協への出荷を条件とすること
イ 組合員が農協から農業機械の購入資金を借り入れるに当たり当該機械の農協からの購入を条件とすること
ウ 組合員に対して農協以外に出荷することを制限し、農協を利用しないことを理由として共同利用施設の利用を制限すること

など、法第10条の２の規定に反して組合員に事業利用を強制する行為、独占禁止法に定める「不公正な取引方法」
に当たる行為、「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」行為等、独占禁止法に違反する行為又は独占禁止法に
違反するおそれのある行為が行われていないか。

② 公正取引委員会が策定した「農業協同組合の活動に関する独占禁止法の指針（平成19年４月18日公正取引委員会）」について、
定期的に組合の関係者への周知・徹底が図られ、措置が講じられているか。

③ 組合において独占禁止法遵守に向けた適切な体制を整備し、組合が行う事業活動について、独占禁止法に抵触する疑いが生じ
た場合は、公正取引委員会に事前に相談する等、違反が生じないように適切に対処しているか。

（参考）これまでの農林水産省の取組状況
時期 取組内容

平成 23年２月 農協監督指針の改正（事業利用の強制及び独占禁止法違反の排除等について内容を追加）

平成 27年３月 農協法改正（事業利用の強制の禁止を明示的に規定）

平成 28年11月～29年３月 公正取引委員会と連携し、農業分野における独占禁止法等に係る説明会・個別相談会を全国12会場で実施

平成 29年３月 経営局長通知「独禁法遵守の再徹底について」を全国農業協同組合中央会に発出

平成 30年３月 協同組織課長通知「独占禁止法遵守の再徹底について」を都道府県担当宛に発出

平成 30年４月
平成 31年４月
令和 ２年４月

公正取引委員会と連携し、都道府県農協指導担当者会議、検査指導担当者会議にて独禁法遵守について講義等

平成 30年 ～令和 ２年 農協との対話や定期的なヒアリングにおいて、個別農協ごと、都道府県の区域ごとに、独禁法遵守について周知

令和 ４年１月 農協監督指針の改正（独占禁止法に違反するおそれのある行為を含めた排除等について内容を追加※上述の赤字部分）

令和４年１月～６月 公正取引委員会と共同で、農業分野における独占禁止法等に係る説明会を、全国で８回に渡りWEBで開催

令和５年１月～６月 公正取引委員会と共同で、農業分野における独占禁止法等に係る説明会を、全国で８回に渡りWEBで開催

令和６年２月～６月 公正取引委員会と共同で、農業分野における独占禁止法等に係る説明会を、全国で４回に渡りWEBで開催予定（本説明会）

※ 上記のほか、農協監督指針に基づく都道府県の定期的な指導状況を確認し、必要に応じて助言等を実施 2



1-3 平成27年農協法改正の全体像

農協組織における主役は、農業者。次いで地域農協。

自由な経済活動を行うことにより、農業者の所得向上に全力投球
できるようにする 地域農協の自由な経済活動を制約せず、適切にサポートする

地域農協
中央会・連合会

◎ 農産物販売等を積極的に行い、農業者にメリットを出せ
るようにするために

○ 理事の過半数を、原則として、認定農業者や農産物販売等の
プロとすることを求める規定を置く【責任ある経営体制】

○ 農協は、農業者の所得の増大を目的とし、的確な事業活動で
利益を上げて、農業者等への還元に充てることを規定する
【経営目的の明確化】

○ 農協は、農業者に事業利用を強制してはならないことを規
定する【農業者に選ばれる農協】

◎ 地域住民へのサービスを提供しやすくするために

○ 地域農協の選択により、組織の一部を株式会社や生協等に
組織変更できる規定を置く

○ 現在の特別認可法人から、一般社団法人に移行する

○ 農協に対する全中監査の義務付けを廃止し、公認会計士監
査を義務付ける

法改正の内容 法改正の内容

地域農協

○ その選択により、株式会社に組織変更できる規定を置く

○ 現在の特別認可法人から、農協連合会（自律的な組織）に
移行する

全国中央会

都道府県中央会

○ 会員農協に事業利用を強制してはならないことを規定する

全 農

【農業者と農協の役職員の徹底した話合いが大切】

連合会

農協 ＝ 農業者が自主的に設立した協同組織
（農業者が農協を利用することでメリットを受けるために設立）

3



1-4 利用強制の禁止 ① ＜独占禁止法違反＞

◼ 農協が組合員に対して、
①農産物の販売や肥料・農薬の購入を強制したり、
②資金を融資するに当たり資材の購入を条件とする
など、不公正な取引方法を用いる場合には、独占禁止法が適用され、このような行為は禁止。

◼ 農林水産省としては、これまでも、農協等に対する監督指針において、農協がこのような行為を行わないことを明記し
て指導してきた。（独占禁止法に基づく処分等については、参考①（Ｐ５～７）参照。）

○農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針 （抄）

Ⅱ－３ 事業実施体制
Ⅱ－３－２ 販売・購買事業

Ⅱ－３－２－２ 主な着眼点
（５）事業の利用強制の排除及び独占禁止法の遵守
   ① 例えば、
     ア 組合員に対し、農協からの融資に際して農産物の農協への出荷を条件とすること
     イ 組合員が農協から農業機械の購入資金を借り入れるに当たり当該機械の農協からの購入を条件とすること
     ウ 組合員に対して農協以外に出荷することを制限し、農協を利用しないことを理由として共同利用施設の利用を制限すること

など、法第10条の２の規定に反して組合員に事業利用を強制する行為、独占禁止法に定める「不公正な取引方法」に当たる行為、「一定の
取引分野における競争を実質的に制限する」行為等、独占禁止法に違反する行為又は独占禁止法に違反するおそれのある行為が行われてい
ないか。 

 ② 公正取引委員会が策定した「農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の指針（平成19年4月18日公正取引委員会）」について、定期的
に組合の関係者への周知・徹底が図られ、措置が講じられているか。

   ③ 組合において独占禁止法遵守に向けた適切な体制を整備し、組合が行う事業活動について、独占禁止法に抵触する疑いが生じた場合は、
公正取引委員会に事前に相談する等、違反が生じないように適切に対処しているか。

○私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）（抄）

第22条 この法律の規定は、次の各号に掲げる要件を備え、かつ、法律の規定に基づいて設立された組合（組合の連合会を含む。）の行為には、
これを適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引
き上げることとなる場合は、この限りでない。
一～四 （略）

4



【参考①】農協・連合会等に対して独禁法の法的措置及び警告が行われた事案（平成10年以降）

農協等名 区分 事案の概要

令和４年６月15日 農業団体Ａ 注意
農業団体Ａは、自らが運営する市場に商品を出荷する地域外の出荷者に対し、地域内の出荷者の利益
を優先するため、競り売りの順番を最後としたり、出荷数を制限したりするなど、差別的な取扱いを行っ
ていた。

令和元年7月3日 あきた北農協 警告

農協が指定する業者以外への出荷がないことを条件として、組合員から販売を受託
（独禁法19条：不公正な取引方法【拘束条件付取引】）

販売事業の利用に当たって農協の競争事業者との取引を制限する行為は、
不公正な取引方法に該当するおそれがある。

平成30年2月23日 大分県農協
排除措
置命令

農協以外にねぎを出荷したことを理由に部会を除名された組合員に対し、農協を通じて出荷するねぎに
ついても、農協が有する銘柄名や集出荷施設の利用を禁止
（独禁法19条：不公正な取引【差別取扱い】）

農協以外に出荷した組合員に対して他の組合員よりも不利な取扱いをする行為は、
不公正な取引方法に該当するおそれがある。

平成29年10月6日 阿寒農協 注意

農協への出荷の有無にかかわらず、組合員に対する販売割による賦課金の徴収及び販売手数料の引
下げを決定
（独禁法19条：不公正な取引方法【優越的地位の濫用】）

優越的地位を利用して特定の組合員に不利益となるような取引を実施する行為は、
不公正な取引方法に該当するおそれがある。

平成29年3月29日 土佐あき農協
排除措
置命令

農協以外になすを出荷することを制限する条件を付けて、組合員からなすの販売を受託
（独禁法19条：不公正な取引【拘束条件付取引】）

販売事業の利用に当たって農協の競争事業者との取引を制限する行為は、
不公正な取引方法に該当するおそれがある。

平成21年12月10日 大分大山町農協
排除措
置命令

農協の直売所の出荷者に対し、他の事業者が運営する直売所へ農産物を出荷しないよう要請
（独禁法19条：不公正な取引【拘束条件付取引】）

販売事業の利用に当たって農協の競争事業者との取引を制限する行為は、
不公正な取引方法に該当するおそれがある。

１ 不公正な取引方法 (独禁法第19条）

5



農協等名 区分 事案の概要

平成18年7月21日 士幌町農協 警告

農協から貸付を受ける場合に、生産資材を購入することを要請等
（独禁法19条：不公正な取引【拘束条件付取引】）

信用事業の利用に当たって購買事業の利用を強制する行為は、
不公正な取引方法に該当するおそれがある。

平成18年7月14日 京都農協 警告

農協の共同利用施設を利用する際に、生産資材の購入や米の出荷を要請
（独禁法19条：不公正な取引【拘束条件付取引】）

共同利用施設の利用に当たって購買事業・販売事業の利用を強制する行為は、
不公正な取引方法に該当するおそれがある。

平成17年3月1日 八代地域農協 警告

生産者が農協から補助事業を受ける際に、生産資材の購入や農産物の出荷を要請
（独禁法19条：不公正な取引【排他条件付取引】）

共同利用施設の利用に当たって購買事業・販売事業の利用を強制する行為は、
不公正な取引方法に該当するおそれがある。

平成12年2月25日 全農 警告

一部の農薬について原価を大幅に下回る価格で販売
（独禁法19条：不公正な取引方法【不当廉売】）

正当な理由がないのに生産資材をその供給に要する費用を著しく下回る対価で
継続して供給し、競争事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある行為は、
不公正な取引方法に該当するおそれがある。

平成11年3月9日 鳥取中央農協 勧告審決

農協と競合する生産資材販売業者に対し、直接、生産者へ販売しないこと等を要請
（独禁法19条：不公正な取引方法【拘束条件付取引】）

仕入先に対して、自己以外への販売を禁止する行為は、不公正な取引方法に

該当するおそれがある。

平成11年2月12日 宮崎中央農協 警告

農協と競合する生産資材販売業者に対し、直接、生産者へ販売しないこと等を要請
（独禁法19条：不公正な取引方法【拘束条件付取引】）

仕入先に対して、自己以外への販売を禁止する行為は、不公正な取引方法に
該当するおそれがある。

１ 不公正な取引方法 (独禁法第19条） ＜続き＞
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農協等名 区分 事案の概要

平成24年6月14日

紀州田辺梅干協
同組合、紀州み
なべ梅干協同組
合

警告
特定白梅干の購入価格等について情報交換を行い、農家から購入すべき価格を決定
（独禁法８条：事業者団体の禁止行為）

平成22年7月14日
ＪＡ新はこだて花
卉生産出荷組合

警告
花卉生産組合の組合員に対し、生産する花卉すべてを新函館農協に出荷することを要請
（独禁法８条：事業者団体の禁止行為）

３ 事業者団体の禁止行為 (独禁法第８条）

農協等名 区分 事案の概要

平成27年１月16日 福井県経済連
排除措置
命令

施設整備の入札において、落札企業や入札価格を事前に決定
（独禁法３条：私的独占）

平成26年9月11日

庄内たがわ、鶴
岡市、余目町、
庄内みどり、酒
田市袖浦各農協

警告

５農協が共同して、米販売手数料を一定額を目安として定額化することを決定
（独禁法３条：不当な取引制限）

※ 山形県中央会には、５農協に対し、具体的な金額を示して米販売手数料の定額化の検討
を指導したとして「注意」

平成16年7月27日
香川県信連・
香川県農協

勧告審決
農協が他の金融機関と共同して、学費システムに係る口座振替手数料を決定
（独禁法３条：不当な取引制限）

２ 私的独占・不当な取引制限 (独禁法第３条）

7 



1-4 利用強制の禁止 ② ＜農協法違反＞

◼ 平成27年改正農協法では、組合員が農協の事業を利用するかどうかは組合員の選択に委ねられるべきであることを徹底

する観点から、農協が組合員に事業利用を強制してはならないことが、農協法に明記。

◼ 農産物の有利販売など、農業者にメリットのある事業運営を行うことにより、農業者から選ばれる農協となることが農

協改革の本質。

○農業協同組合法 （昭和22年法律第132号）（抄）

第10条の２ 組合は、前条の事業を行うに当たっては、組合員に対しその利用を強制してはならない。

○農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針 （抄）

Ⅱ－３ 事業実施体制
〔略〕

なお、平成27年改正法において、組合がその事業を行うに当たっては組合員に対しその利用を強制してはならないという規定が追加されたと
ころであり（法第10条の２）、組合員が組合の事業を利用するか否かは、各組合員の自主的な選択によるものであることを徹底する必要がある。
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1-4 利用強制の禁止 ③

◼ 生産部会の規約や出荷契約書等において、
・農協の事業のみを利用することや
・他の事業者の事業を利用しないこと
を部会加入や取引の条件として定めることにより、部会員や組合員に農協の事業利用を強制しているケースがある。

◼ こうした規定は、運用の実態を問わず、農協法第10条の２や独占禁止法に抵触する行為につながるおそれがあり、直ち
に削除することが必要。

◼ また、規約等に規定がなくとも、農協が組合員に対して、利用を強制する実態がある場合には、直ちにその行為を取り
やめることが必要。

◼ 農協が様々な環境の変化等の中で事業を展開するに当たり、従来想定しなかったようなケースが出てきうることにも留
意が必要。

◼ 「農協の経営上、一定の事業利用が必要となること」や、「『協同組合』であるから組合員の事業利用は当然」といっ
た主張を根拠に組合員に対して事業利用を強制することは、農協法や独占禁止法に違反する行為。あくまで、組合員の
自由かつ自主的な取引が前提であり、その上で、組合員から選ばれる農協を目指す必要。

○組合員に事業利用を強制することとなる規定例

【生産部会規約の例】

（目的）
第○条 …、完全共販体制により出荷を行い、…。

（加入資格）
第○条 この部会の会員は、次の各号に掲げる条件を承諾でき

るものとする。
× 生産物の全量を農協に出荷すること。
× 原則として、生産に係る資材は農協を全利用すること。

（除名）
第○条 部会員が、次の各号に該当するときは、除名すること

ができる。
× この部会の定める出荷先以外へ出荷したとき。

【委託販売契約書の例】

（販売物の受入条件）
第○条 ●●農協は、次の各号に該当した者が生産し

た販売物を受け入れる。

× ●●農協の指定する出荷先以外への出荷のない者

【牛の貸付契約書の例】

（飼料購入）
第○条 貸付牛に係る飼料は、原則として●●農協が

供給する飼料を使用するものとする。
9



法遵守状況の自主点検フォローアップ結果について
令和6年1月18日
公正取引委員会

中小企業庁

公正取引委員会及び中小企業庁は、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」（令和３年12月27日内閣官房、関係省庁取

りまとめ）及び「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」（令和４年６月７日閣議決定）に基づき、下請法違反行為が多く認められる19業種（こ

のうち５業種は荷主として独占禁止法違反につながるおそれのある行為が多く認められる業種にも該当する。）について、事業所管省庁と連名により、関係

事業者団体に対して、傘下企業による法遵守状況の自主点検を要請し、令和４年12月14日、法遵守状況の自主点検の結果を取りまとめ、公表した。

令和５年９月20日、公正取引委員会及び中小企業庁は、公正取引委員会の調査（注）における注意喚起文書の送付件数又は割合が多かった業種も追加し、

法違反等が多く認められる27業種（このうち８業種は荷主として独占禁止法違反につながるおそれのある行為が多く認められる業種にも該当する。）におけ

る取引適正化に向けた取組強化の把握を行うこととし、フォローアップを開始した。

（注）・独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に関する緊急調査（令和４年12月27日公表）

・令和４年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査（令和５年６月１日公表）

公正取引委員会及び中小企業庁は、事業所管省庁と連名により、当該27業種に該当する事業者団体に対し、傘下企業による法遵守状況の自主点検を要請し、

本日、法遵守状況の自主点検フォローアップ結果として取りまとめた（本文）。

今後、公正取引委員会及び中小企業庁は、事業所管省庁と連携し、関連施策の周知徹底を図りつつ、今般のフォローアップ結果を踏まえた事業者や事業者

団体における自主的取組を更にフォローアップし、事業者団体・傘下企業における適正な価格転嫁の実現など取引適正化に向けた取組を進めていく。

（出典）公正取引委員会報道発表資料  https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/jan/240118_jisyutenkenfollowup.html

２ 発注者・荷主の立場における適正な価格交渉(独占禁止法・下請法・下請中小企業振興法)

2-1  法遵守状況の自主点検フォローアップ結果について

◼ 令和５年９月、公正取引委員会及び中小企業庁は、下請法違反等が多く認められる27業種（このうち８業種は荷主とし
て独占禁止法違反につながるおそれのある行為が多く認められる業種にも該当する。）について事業所管省庁と連名に
より、法遵守状況の自主点検フォローアップを要請。

◼ 今回、下請法違反等が多く認められる27業種と、荷主として独占禁止法違反につながるおそれのある行為が多く認めら
れる８業種の両方に、「協同組合」が初めて選定され、農林水産省から農業協同組合、森林組合、漁業協同組合に対し、
発注者・荷主の立場における法遵守自主点検フォローアップを要請。

◼ 令和６年１月に、自主点検フォローアップ結果を公表
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2-2 法遵守状況の自主点検フォローアップ結果概要（発注者の立場での点検①）

◼ 「協同組合」では、下請法等遵守について「管理体制を構築していない」の回答割合が49.7％と、対象27業種平均
27.7％を大きく超えている。

11



2-2 法遵守状況の自主点検フォローアップ結果概要（発注者の立場での点検②）

◼ 「協同組合」では、適正な価格転嫁の実現など取引適正化に向けて「実施した取組はない」との回答割合が34.2％と、
対象27業種平均15.7％を大きく超えている。

12



2-2 法遵守状況の自主点検フォローアップ結果概要（発注者の立場での点検③）

◼ 法遵守の管理体制が不十分な組合等（組合及び連合会）が見受けられることから、農林水産省としては、中小企業庁等
と連携し、情報提供や個別の注意喚起を行うとともに、継続したフォローアップを行う。

13



2-3 法遵守状況の自主点検フォローアップ結果概要（荷主の立場での点検①）

◼ 「協同組合」では、荷主の立場における、独禁法違反・下請法違反に該当する行為を行わないための管理体制について、
「管理体制を構築していない」の回答割合が47.4％と、対象８業種の中で２番目に高い。
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2-3 法遵守状況の自主点検フォローアップ結果概要（荷主の立場での点検②）

◼ 「協同組合」では、荷主の立場において、適正な価格転嫁の実現など適正な取引適正化に向けて「実施した取組はな
い」との回答割合が36.5％と、対象８業種の中で最も高い。
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2-4 法遵守状況の自主点検フォローアップ結果概要（荷主の立場での点検③）

◼ 法遵守の管理体制が不十分な組合等（組合及び連合会）が見受けられることから、農林水産省としては、公正取引委員
会等と連携し、情報提供や個別の注意喚起を行うとともに、継続したフォローアップを行う。
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2-4（価格交渉で守るべきルール例）独占禁止法関係

〇公正取引委員会ウェブサイト「よくある質問コーナー（独占禁止法）」（抄）

Q20
労務費，原材料費，エネルギーコストが上昇した場合において，その上昇分を取引価格に反映しないことは，独占禁止法上の優越的地位の濫用
として問題となりますか。

A
独占禁止法上，自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して，正常な商習慣に照らして不当に，取引の相手方に不利益となるよ
うに取引の条件を設定すること（第２条第９項第５号ハ）は，優越的地位の濫用として禁止されています。
このため，取引上の地位が相手方に優越している事業者が，取引の相手方に対し，一方的に，著しく低い対価での取引を要請する場合には，優
越的地位の濫用として問題となるおそれがあり，具体的には，

１ 労務費，原材料価格，エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について，価格の交渉の場において明示的に協議
することなく，従来どおりに取引価格を据え置くこと

２ 労務費，原材料価格，エネルギーコスト等のコストが上昇したため，取引の相手方が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず，価格転嫁
をしない理由を書面，電子メール等で取引の相手方に回答することなく，従来どおりに取引価格を据え置くこと

は，優越的地位の濫用として問題となるおそれがあります。
この判断に当たっては，対価の決定に当たり取引の相手方と十分な協議が行われたかどうか等の対価の決定方法のほか，他の取引の相手方の対
価と比べて差別的であるかどうか，取引の相手方の仕入価格を下回るものであるかどうか，通常の購入価格又は販売価格との乖離(かいり)の状
況，取引の対象となる商品又は役務の需給関係等を勘案して総合的に判断することとなります。

17

〇独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査の結果について(令和5年12月27日公正取引委員会) (抄)

第３ 特別調査の結果
令和４年緊急調査においては、受注者から価格転嫁の要請がない場合に、発注者が積極的に価格交渉の場を設けていないため、取引価格が据え置かれている

事例が多数みられたところ、今般の特別調査では、引き続きその点に着目して調査を実施した。
１ 注意喚起文書の送付
⑴ 注意喚起文書の送付件数

書面調査の結果、独占禁止法Q&Aに該当する行為が認められた合計8,175名の発注者（第１回書面調査及び第２回書面調査計6,920名、注意喚起対象4,030名
フォローアップ調査1,255名）に対し、優越的地位の濫用の未然防止の観点から、具体的な懸念事項を明示した注意喚起文書を送付した。

回答者数に占める注意喚起文書送付対象者数の割合について、令和４年緊急調査では21.2％（注意喚起文書送付対象者数4,030名／回答者数18,998名）で
あったのに対し、今般の特別調査では17.1％（注意喚起文書送付対象者数8,175名／回答者数47,725名）と4.1ポイント減少した。

注意喚起文書の送付件数が多い業種は、情報サービス業、協同組合、道路貨物運送業、機械器具卸売業、総合工事業、建築材料，鉱物・金属材料等卸売業で
あった。



2-５（価格交渉で守るべきルール例）下請代金支払遅延等防止法関係（1/2）

18出典：下請取引適正化推進講習会（中小企業庁）資料



2-５（価格交渉で守るべきルール例）下請代金支払遅延等防止法関係（2/2）

19出典：中小企業庁ウェブサイト https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/daikin.htm



〇下請中小企業振興法（昭和45年法律第145号）（抄）

（振興基準）

第３条 経済産業大臣は、下請中小企業の振興を図るため 下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準（以下「振興基準」 という。） を

定めなければならない。

（指導及び助言 ）

第４条 主務大臣は、下請中小企業の振興を図るため必要があると認めるときは、下請事業者又は親事業者に対し、振興基準に定める事項につ

いて指導及び助言を行なうものとする。

〇下請中小企業振興法（昭和45年法律第145号）第３条１項の規定に基づく振興基準（抄）※赤字は令和６年３月の改正部分

第４ 対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項

１ 対価の決定の方法の改善

⑴ 取引対価は、合理的な算定方式に基づき、下請事業者の適正な利益を含み、下請事業者における賃金の引上げ、労働時間の短縮等の労働条

件の改善が可能となるよう、親事業者及び下請事業者が十分に協議して決定するものとする。

その際、親事業者は、以下に掲げる行為を始めとする、客観的な経済合理性又は十分な協議手続を欠く協議を行わないものとする。

〔取引対価の協議に関する望ましくない事例〕

① 目標価格又は価格帯のみを提示して、それと辻褄の合う内容の見積り又は提案を要請すること。

② 過度に詳細な見積りを要請し、それを下請事業者が十分に作成できないことを理由として、協議を拒むこと。

③ もともと転注するつもりがないにもかかわらず、競合する他の事業者への転注を示唆して殊更に危機感を与えることにより、事実上、

協議をすることなく、親事業者が意図する取引対価を下請事業者に押し付けること。

④ 競合する他の事業者が取引対価の見直しの要請をしていないこと、親事業者の納入先が取引対価の見直しを認めないこと等を理由とし

て、協議を拒むこと。

また、下請事業者は、国・地方公共団体、中小企業の支援機関等に相談する等して積極的に情報を収集して交渉に臨むよう努めるものとす

る。

⑵ 親事業者及び下請事業者は、毎年９月及び３月の「価格交渉促進月間」の機会を捉える等により、少なくとも年に１回以上の協議を行うも

のとする。親事業者は、発注の都度、協議を行うものとするほか、継続的な発注について下請事業者からの申出があったときは、定期的な協

議に応じるものとする。さらに、労務費、原材料費、エネルギー価格等のコストが上昇した場合又は発注内容を変更した場合であって、下請

事業者からの申出があったときは、定期的な協議以外の時期であっても、遅滞なく協議に応じるものとする。

2-6 （価格交渉で守るべきルール例）下請中小企業振興法関係（1/2）
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2-6 （価格交渉で守るべきルール例）下請中小企業振興法関係（2/2）

⑶ 親事業者及び下請事業者は、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」（令和５年11 月29 日 内閣官房新しい資本主義実現

本部事務局・公正取引委員会。以下「労務費の指針」という。）に掲げられている、「事業者が採るべき行動／求められる行動」を適切に

とった上で、取引対価を決定する。その際、「労務費の指針」別添「価格交渉の申込み様式」の活用も併せ、労務費の上昇分を適切に転嫁で

きるよう協議するものとする。特に、最低賃金（家内労働法（昭和45年法律第60号）に規定する最低工賃を含む。）の引上げ、人手不足へ

の対処等、外的要因により下請事業者の労務費の上昇があった場合には、その影響を十分に踏まえるものとする。

⑷ 労務費、原材料費、エネルギー価格等のコストが増加した場合には、親事業者は、予め定めた価格改定タイミングはもちろんのこと、その

期中においても、価格変更を柔軟に行うものとする。特に原材料費やエネルギーコストの高騰があった場合には、適切なコスト増加分の全額

転嫁を目指すものとする。

⑸ 取引対価の決定の際、親事業者及び下請事業者は、取引の対象となる物品に係る特許権、著作権等その他知的財産権の帰属及び二次利用に

対する対価並びに当該物品等の製造等を行う過程で生じた財産的価値を有する物品等や技術等に係る知的財産権の帰属及び二次利用に対する

対価についても十分考慮するものとする。

⑹ 親事業者及び下請事業者は、⑴から⑸までに掲げるもののほか、品質又は性能、仕様の変更、発注数量又は納入頻度の多寡（量産時と量産

期間終了後の変化を含む。）、納期の長短、代金の支払方法、諸経費（運送費、保管費、電子受発注又は電子的な決済等に係るコスト、環境

対応コスト等）、市価の動向等の要素を考慮して、取引対価を決定するものとする。

⑺ 親事業者は、以下に掲げる行為を始めとする、客観的な経済合理性又は十分な協議手続を欠く原価低減要請（原価低減を求める見積り又は

提案の提出要請を含む。以下同じ。）を行わないものとする。また、親事業者及び下請事業者双方が協力して行った原価低減活動の効果を取

引対価に反映する場合には、当該効果に対する双方の寄与度を踏まえ、合理的に取引対価を設定するものとする。

〔原価低減要請に関する望ましくない事例〕

① 具体的な根拠を明確化せず、又は目標数値のみを提示して、原価低減要請を行うこと。

② 原価低減要請に応じることが発注継続の前提であることを示唆して、事実上、原価低減を押し付けること。

③ 口頭で削減幅等を示唆した上で、下請事業者から見積書の提出を求めること等、書面等の記録を残さずに原価低減要請を行うこと。

〔取引対価への反映に関する望ましくない事例〕

① コスト削減効果を十分に確認せず、取引対価の低減を押し付けること。

② 下請事業者の努力によるコスト削減効果を、一方的に取引対価の低減に反映すること。
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○農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針 （抄）

Ⅱ－１－３ 法令等遵守態勢の整備 
Ⅱ－１－３－１ 意義 

組合は、その事業を通じて組合員に最大の奉仕をすることを目的としているが、法令等を厳格に遵守し、健全かつ適切な業務運営に努める
ことは、その前提であり、また、組合員からの信頼を確立するためにも重要である。 

組合においては、法令等の遵守が経営上の重要な課題の一つであることに鑑み、役員のリーダーシップの下、それぞれの規模・特性に応じ
た方針、内部規程等を策定し、組合の法令等遵守態勢を整備することが必要である。 

特に、農産物や生産資材の流通や医療サービスの提供等その事業規模から見て、連合会がわが国の経済や国民生活に一定の地位を占めてい
る現状を踏まえれば、本所のみならず支所、都道府県本部から子会社に至るまで、国民の信頼に足る法令等遵守態勢が構築されていることが
強く求められる。

また、公益通報者の心理的安全性を含めた実効性のある内部公益通報対応体制を整備・運用することは、法令等遵守の推進や組織の自浄作
用の向上、職場環境の整備等に寄与し、組合員等の様々な利害関係者（ステークホルダー）からの信頼の獲得にも資するものであり、組合が
適切に事業を運営することにより組合員に対して充実したサービスを提供していく上で重要なことである。

これまでの行政庁として措置した事例や最近の政策的な動向を踏まえ、法令等遵守について、特に留意すべき点は以下のとおりである。 

Ⅱ－１－３－２ 主な着眼点 
（１）法令等遵守（コンプライアンス）態勢 

① 組合の代表理事が法令等遵守を組合の業務執行上の重要課題と位置付け、全役職員の法令等の遵守意識を向上させるための「コンプライ
アンス・マニュアル」を制定し、周知徹底が図られているか。 

② 法令等遵守状況について内部監査を行うことなどによりコンプライアンス態勢の構築に努めるとともに、事業内容、組合の規模等に応じ
て、例えば、コンプライアンス専任役員を置く、代表理事を長とするコンプライアンス委員会を設置するなどコンプライアンスに関する
情報を一元的に収集、管理、分析、検討し、組合内及び子会社に対して、適時・適切に措置を講じることができる体制を構築しているか。 

③ 法令等違反事案が発生した場合にとるべき事後的措置（例えば、原因究明の検討体制の整備など）が明確化されているか。また、役職員
の当事者責任及び監督責任についてのルールが明確化されているか。 

（２）～（４） 略

3 組合におけるコンプライアンス態勢の整備について

◼ 独占禁止法を中心とした、前述の「１ 組合員に対する利用強制の禁止」及び「２ 発注者・荷主の立場における適正
な価格交渉」については、組合の法令等遵守（コンプライアンス）における重要課題の一つ。

◼ 組合内でコンプライアンス態勢を整備し、組織として対応していく必要。
  例えば、総務担当部署に、独占禁止法等を含む関係法令の遵守を目的とした担当職員を配置する、独占禁止法等に抵触
する疑いが生じた場合の組織内・関係行政機関への連絡体制を構築するなどの対応が求められる。

◼ 役職員の法令等の遵守意識を向上させるための「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、周知徹底を図る必要。
◼ 遵守すべき法令等の最新ルールについて、資料配布や研修会開催などにより組合内で定期的に周知をしていく必要。
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【参考②】コンプライアンス・マニュアル(ひな形)(抄)(一般社団法人 全国農業協同組合中央会作成)

Ⅲ．ＪＡ○○コンプライアンス基本方針

【ＪＡにて作成：作成上の留意事項】
※ 「コンプライアンス基本方針」は、ＪＡが地域社会からの「信頼」の確立をめざすとともに、社会的責任と公共的使命を果たしていく
ため、ＪＡとしての基本的姿勢を内外に向けて宣言するものである。
【コンプライアンス基本方針に盛り込むべき事項】
○ 農協の基本的使命と社会的責任
○ 組合員目線に立った質の高いサービスの提供
○ 法令等の厳格な遵守
○ 透明性の高い組織風土の構築
○ 反社会的勢力の排除

（例）
【前文】
○ ＪＡ○○は、相互扶助の理念に基づき、農産物の供給源としての役割や、金融機関としての役割など、協同組合組織として組合員や地
域社会に必要とされる事業を通じて、その生活の向上や地域社会の発展に貢献するという基本的使命・社会的責任を担っています。

○ ＪＡ○○が、この基本的使命・社会的責任の実現に向けて、以下のコンプライアンス基本方針に基づく事業を展開していきます。

【基本方針】
○ 当組合は、ＪＡの担う基本的使命・社会的責任を果たし、組合員や利用者の多様なニーズを応える事業を展開し、社会の信頼を確立す
るため、当組合の役職員一人一人が、高い倫理観と強い責任感を持って、日常の業務を遂行する。

○ 当組合は、創意と工夫を活かした質の高いサービスと、組合員の目線に立った事業活動により、地域社会の発展に貢献する。
○ 当組合は、農業協同組合法の遵守や、独占禁止法に違反する行為や違反するおそれのある行為を行わないなど、関連する法令等を厳格
に遵守し、社会的規範に基づき、誠実かつ公正な業務運営を遂行する。

○ 経営情報の積極的かつ公正な開示をはじめ、広く地域社会とのコミュニケーションの充実を図るとともに、透明性の高い組織風土を構
築し、信頼の確立を図る。

○ 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、確固たる信念をもって、排除の姿勢を堅持する。
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【参考③】独占禁止法コンプライアンスに関するチェックリスト(抄)
（一般社団法人 全国農業協同組合中央会作成）

【生産部会の運営に関して問題となる可能性が高い行為】

・ 「全量・一定割合出荷」や「系統外出荷禁止」など、JAの事業利用を強制するおそれのある表現がないか。
・ 明文化されていないが実態として、部会員に対し、JAの事業利用の義務付け・強制のおそれのある行為を
行っていないか。
・ 全量出荷・一定割合を出荷しなかったとき、何らかのペナルティを課していないか（除名、共同利用施設の制
限、部会員資格の降格、罰金等）。
・ JA以外からでも同じ品質の生産資材が購入できるにも関わらず、JAの生産資材の購入を強制していないか。
・ 品質管理上の理由ではなく、部会員であるか否かを理由として、JAの施設利用や商標利用を制限していな
いか。

【契約締結に関して問題となる可能性が高い行為】

・ 契約の内容（出荷数量等）は、生産部会・JAが強制することなく、部会員の任意の判断で行われているか。
・ 契約書に「全量出荷」等、JAの事業利用を強制するおそれのある文言が入っていないか。

【JA事業の運営に関して問題となる可能性が高い行為】

・ JAから生産資材を購入していなければ（またはJAに農畜産物を出荷していなければ）、JAの共同利用施設
等を利用出来ないようにしていないか。
・ JA以外から生産資材を購入したときは（またはJA以外に農畜産物を出荷したときは）、無条件に契約（賃貸
借契約）を解除できるとした内容の契約を結んでいないか。
・ 競合する事業者との取引を理由として、JAの事業利用（共同利用施設や融資等）を拒否していないか。
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